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１ 

 

令和５年  

７月２８日号 広  報 舟形町のあゆみ 第６話 

昭和３５年(１９６０年) 

手引きポンプで行われていた 

消防団の操法大会。 

ガンバルめがみちゃん応援キャンペーン 

各事業者 
独自商品券 

３０％ 

プレミアム 
付き♪ 

購入店でのみ利用できる商品券（30％プレミアム付）を各事業所において販売します。ぜひ、ご購入ください。 

※舟形町プレミアム付商品券事業（ふながた元気 得々お買物券）とは異なります。 

 

▼利用可能期間／ 

各事業所（右表参考） 

※7月21日現在 

▼販売金額／ 

1冊5,000円 

（6,500円分の商品券） 

▼購入限度額／ 

お1人様４冊 

(２0,000円)まで 

▼問い合わせ／ 

各事業所（右表参考） 

 
ＱＲコードから 
最新版事業所一覧
を確認できます。 

事業所名 所在地 業種等 販売・利用可能期間

(予定） 

問い合わせ 

舟形整備センター 舟 形 サービス ７月１日～12月31日 （32）3453 

猿羽根自動車整備工場 舟 形 サービス ７月20日～12月31日 （32）2221 

沢内商店 堀 内 小売 ７月28日～12月31日 （35）2011 

萬歳鯉屋 舟 形 小売 
８月１日～ 

  令和６年１月31日 
（32）2148 

株式会社佐藤良蔵商店 舟 形 サービス 
８月１日～ 

  令和６年１月31日 
（32）2166 

寿し舟 舟 形 飲食 
８月１日～ 

  令和６年１月31日 
（32）2145 

※参加事業所については、舟形町ホームページで随時更新します。 

商品券事業はふるさと納税を活用しています。 



                               

                               

                               

                               

                               

70 周年を迎えます 

〇記念事業アイデア募集 

町制施行70周年を記念する事業や取組みのアイデアを募集します。 

ただし、令和6年１月1日から令和7年3月31日の間に町内で実施する事業とします。 

▼応募内容／「町民みんなでやってみたいこと」「町でやってほしいこと」など町制施行70周年を記念す

る次のような事業や取組みのアイデアを募集します。 

・舟形の魅力を町内外に発信する事業 

・舟形への誇りと愛着を醸成する事業 

・町民の絆やつながりを深める事業 

▼応募〆切／10月27日（金） 

町では、令和6年12月に町制施行70周年の記念を迎えるにあたり、町民のみなさんと祝うとともに、

さらなる発展に向けた「町制施行70周年記念事業」を企画しています。 

 

町制施行 

〇記念ロゴマーク募集 

町内外に舟形の魅力を発信するさまざまな記念事業のロゴマークを広く募集します。 

▼募集内容／次の項目をすべて満たすロゴマークを募集します。 

・舟形町が「70周年」であることが分かること。 

・未発表のもので、他のコンクール等に出品していないこと。 

・舟形町の町制70周年に向けた取組みをPRするのに適していること。 

・その他、次の条件を満たすもの 

‣カラー、単色は問いませんが、モノクロ印刷でも使えること。 

‣大きさは自由ですが、2㎝×2㎝以内のサイズに縮小しても使用できること。 

※手描きのスケッチでも構いません。 

▼応募〆切／9月29日（金） 

▼表   彰／グランプリ1名、優秀賞2名（めがみちゃん商品券を進呈） 

第
１
回
鳥
獣
被
害
防
除 

研
修
会
開
催
の
お
知
ら
せ 

鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
被
害
を
防
止

す
る
た
め
、
地
域
実
態
を
踏
ま
え
て

防
除
知
識
を
深
め
る
研
修
で
す
。 

▼
日
時
／
８
月
20
日
（
日
） 

８
時
30
分
～
12
時
30
分 

▼
場
所
／
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー 

▼
対
象
者
／ 

主
に
堀
内
地
内
で
の
鳥
獣
被
害
防
除

に
興
味
が
あ
る
方 

▼
研
修
内
容
／ 

〇
前
半
…
講
師
の
先
生
に
よ
る
座
学 

〇
後
半
…
実
際
に
農
地
を
見
な
が
ら

の
防
除
研
修 

※
第
２
回
は
８
月
27
日
（
日
）
で
、 

実
際
に
電
気
柵
を
設
置
す
る
研
修
会 

の
予
定
で
す
。 

▼
費
用
／
無
料 

▼
持
ち
物
／
筆
記
用
具
、
作
業
し
や

す
い
服
装
、
長
靴 

▼
申
込
み
〆
切
／
８
月
16
日
（
水
） 

※
ど
ち
ら
か
一
日
だ
け
の
参
加
も
可 

能
で
す
。 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

舟
形
町
農
業
振
興
課
農
業
振
興
係 

☎
（
32
）
０
９
４
７ 

役場第２庁舎の解体工事のお知らせ 
役場第２庁舎の解体工事を10月31日まで実施します。 

工事中はみなさんにご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

※山交バス㈱の高速バス仙台行き舟形十字路バス停に変更はありません。 

▼問い合わせ／舟形町総務課管財係 ☎（32）2111（内線242） 

▼応募資格／舟形町に関心のある方ならどなたでも応募可能です。 

▼応募方法／提案用紙に必要事項をご記入の上、持参・郵送・FAXまたはEメールで送信してください。

提案用紙は町内各公共施設に設置してあるものか、町HPからダウンロードしてください。 

▼問い合わせ／舟形町まちづくり課企画調整係 ☎（32）0104  FAX（32）2117 

Eメール：tyosei@town.funagata.yamagata.jp 



                               

                               

                               

                               

                               

後
期
高
齢
者 

歯
周
疾
患
検
診 

高
齢
期
も
健
康
を
維
持
し
、
食
べ

る
楽
し
み
を
い
つ
ま
で
も
得
ら
れ
る

よ
う
、
歯
を
失
う
原
因
と
な
る
歯
周

疾
患
を
予
防
し
ま
し
ょ
う
。 

検
診
の
対
象
者
に
は
、
７
月
21
日

に
受
診
券
や
受
診
票
な
ど
を
送
付
し

て
い
ま
す
。 

▼
期
間
／ 

８
月
１
日(

火)

～
12
月
31
日(

日) 

▼
場
所
／
県
歯
科
医
師
会
に
所
属
し

て
い
る
歯
科
医
院 

▼
対
象
／
昭
和
22
年
４
月
１
日
～

昭
和
23
年
３
月
31
日
に
生
ま
れ
た

方
で
、
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

証
を
お
持
ち
の
方
。 

▼
費
用
／
無
料 

▼
申
込
み
方
法
／
「
県
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
の
歯
周
疾
患
検
診
」

で
あ
る
こ
と
を
伝
え
、
受
診
予
約
。 

▼
持
ち
物
／ 

受
診
券
、
受
診
票
、
保
険
証 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

山
形
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合 

☎
０
２
３
７
（
８
４
）
７
１
０
０ 

舟
形
町
健
康
福
祉
課
医
療
年
金
係 

☎
（
32
）
０
７
１
７ 

 

後期高齢者限度額適用認定証 
の更新について 

後期高齢者医療の被保険者の方で、現在「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認

定証」をお持ちの方は、有効期限が７月31日となっています。８月１日以降も発行される対象となる方に

は７月24日に新しい認定証を送付しています。 

なお、現在認定証をお持ちの方でも、所得や世帯の状況が変わったことなどにより、更新の対象となら

ない場合がありますので、その際は改めて、窓口で申請手続きが必要です。 

また、病院にかかる際に対象となる方で初めて申請をされる場合も、窓口で手続きが必要です。 

 

▼対象／「限度額適用・標準負担額減額認定証」・・・住民税非課税世帯の方 

    「限度額適用認定証」・・・住民税課税所得145万以上690万円未満の方 

▼持ち物／保険証、マイナンバーが確認できるもの（通知カード、個人番号カードなど） 

▼手続き・問い合わせ／舟形町健康福祉課医療年金係 ☎（32）0717 

インスタグラム 

『発掘！「#ふながたのお宝」』 
舟形町のまちの人、暮らし、場所、歴史・文化など、町の魅力が伝わるような作品をインスタグラムで募

集する『発掘！「#ふながたのお宝」』を開催します。 

▼募集内容／次の項目をすべて満たす作品を募集します。 

・舟形町のまちの人、暮らし、場所、歴史・文化などで町の魅力が伝わるような作品 

・その他、次の条件を満たすこと 

‣応募するアカウントが公開設定になっていること。 

‣応募する写真は、舟形町内で撮影した写真であること。 

‣被写体に人物が含まれる場合は、本人の了承を得ること。 

‣応募作品は、他のフォトコンテストに入賞したことがない作品であること。 

▼応募資格／舟形町に関心のある方ならどなたでも応募可能です。 

▼応募方法／『発掘！「#ふながたのお宝」』公式アカウントをフォローし、今回の応募指定ハッシュタグ

「#ふながたのお宝」と作品の紹介と撮影場所を記載すること。 

▼応募〆切／11月30日（木） 

▼表   彰／優秀賞3名（めがみちゃん商品券を進呈） 

▼問い合わせ／舟形町まちづくり課企画調整係 ☎（32）0104  FAX（32）2117 

Eメール：tyosei@town.funagata.yamagata.jp 



                               

                               

                               

                               

                               

保
育
の
仕
事
職
場
体
験
事
業 

保
育
分
野
へ
の
就
労
を
考
え
て
い

る
方
な
ど
に
職
場
で
の
体
験
を
通
じ

理
解
を
深
め
る
事
業
で
す
。 

▼
期
間
／
８
月
１
日
（
火
）
～ 

令
和
６
年
２
月
22
日
（
木
） 

▼
体
験
日
数
／
原
則
２
日
（
午
前
９

時
～
午
後
３
時
） 

▼
場
所
／
保
育
施
設
・
事
業
所 

▼
対
象
者
／
保
育
の
仕
事
に
就
労
を

考
え
て
い
る
方
。 

▼
内
容
／
施
設
、
事
業
所
の
見
学
。
職

員
と
の
交
流
。
外
遊
び
、
読
み
聞
か
せ

な
ど
の
補
助
。
子
ど
も
と
の
遊
び
を

と
お
し
て
の
交
流
な
ど
。
詳
し
く
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ
さ
い
。 

▼
参
加
費
／
無
料 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

山
形
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
（
山
形

県
社
会
福
祉
協
議
会
） 

☎
０
２
３
（
６
３
３
）
７
７
３
９ 

 

畜
産
研
究
所
・
参
観
デ
ー 

 

研
究
所
の
活
動
内
容
を
身
近
に
触

れ
ら
れ
る
イ
ベ
ン
ト
で
す
。
展
示
の

見
学
や
試
食
を
体
験
で
き
ま
す
。 

▼
日
時
／
９
月
２
日
（
土
） 

午
前
10
時
～
午
後
３
時 

▼
場
所
／
山
形
県
農
業
総
合
研
究
セ

ン
タ
ー
畜
産
研
究
所
（
新
庄
市
） 

▼
内
容
／ 

・
最
新
の
研
究
成
果
の
紹
介
・
展
示 

・
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
種
、
ヒ
ナ
の
展
示 

・
や
ま
が
た
地
鶏
の
試
食 

・
生
乳
で
製
造
し
た
チ
ー
ズ
の
試
食 

・
鶏
卵
、
牧
草
ロ
ー
ル
お
絵
描
き
コ

ー
ナ
ー 

・
大
型
ト
ラ
ク
タ
ー
の
展
示 

▼
参
加
費
／
無
料 

▼
そ
の
他
／
試
食
コ
ー
ナ
ー
は
数
に

限
り
が
あ
り
ま
す
。 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

山
形
県
農
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
畜

産
研
究
所 

☎
（
23
）
８
８
１
１ 

県
立
農
林
大
学
校 

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス 

▼
日
時
／
８
月
19
日
（
土
） 

午
前
10
時
30
分
～
午
後
３
時
30
分 

▼
場
所
／
県
立
農
林
大
学
校 

※
新
庄
駅
か
ら
学
校
ま
で
の
送
迎
バ 

ス
を
運
行
し
ま
す
。 

▼
対
象
／
高
校
生
と
そ
の
保
護
者 

▼
内
容
／ 

・
学
科
別
ガ
イ
ダ
ン
ス 

・
キ
ャ
ン
パ
ス
ツ
ア
ー 

・
学
生
募
集
要
項
の
説
明 

▼
〆
切
／
８
月
15
日
（
火
） 

▼
参
加
費
／
無
料 

▼
持
ち
物
／
動
き
や
す
く
、
汚
れ
て

も
い
い
服
装
。
長
靴
（
雨
天
時
）。 

▼
そ
の
他
／ 

・
昼
食
あ
り
（
無
料
） 

▼
申
込
み
／
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
申
込

み
く
だ
さ
い
。 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

山
形
県
立
農
林
大
学
校 

☎
（
22
）
１
５
２
７ 

▼日 時／８月27日（日）、29日（火）、31日（木） 午前９時30分～11時30分 

▼場 所／舟形町B＆G海洋センタープール 

▼対 象／一般の方（18歳以上） 

▼定 員／10名程度（先着順） 

▼内 容／ＳＵＰ体験 

▼持ち物／水着・ラッシュガード、タオル、着替え、水分、その他各自必要なもの 

▼費 用／無料 

▼〆 切／８月21日（月） 

▼申込み・問い合わせ／舟形町Ｂ＆Ｇ海洋センター ☎（32）3501 

 

●舟形町海洋性レクリエーション教室（SUP体験教室） 
 ＳＵＰに興味のある方、プールで体験してみませんか。 



＜舟形町青少年育成町民会議＞ 

青少年健全育成だより 「夏休み特集号」 

 

《 夏 休 み に 家 庭 で で き る こ と 》 
○ 家庭や地域の一員としての役割を自覚させる機会です。親が率先して地域行事に参加し、子どもも一

緒に参加させよう。 

○ 学校から出された課題はもちろんですが、自然体験や社会体験を子どもと一緒に計画し、多くの感動

を共有しよう。 

○ 外出や外泊時には、行先、目的、帰宅時間、一緒に行動する友だちなどを家族に知らせる習慣を身に

つけさせよう。 

○ 家族団らんで楽しく会話し、また「早寝、早起き、朝ごはん」など健康的な生活に努めよう。 

○ 子どもの小さな変化にも気を配り、いじめ、非行の早期発見、予防に努めよう。 

○ 携帯電話やインターネットの利用について、家庭でも正しく安全に使えるよう利用ルールを確認する

とともに、フィルタリングサービスを利用しよう。 
 

《 各学校電話番号・休み期間 》 
 
舟形小学校   32-2106   7/28～8/17 

舟形中学校    32-2108   7/29～8/16 

舟形ほほえみ保育園      32-2120 

舟形町教育委員会         32-2379 

舟形町ダイヤル教育相談   32-3118 

 

※休業日の開始や終了日が、土・日・祝日と接

する場合、実質的な児童・生徒の休業日とは異

なる場合があります。 

 
新庄北高        22-6023  7/27 ～ 8/20 

新庄北最上      43-2349   7/28 ～ 8/27 

新庄南高        22-1547   7/29 ～ 8/27 

新庄南金山      52-2887   7/27 ～ 8/20 

神室産業        28-8775   7/29 ～ 8/27 

神室真室川      62-2028   7/22 ～ 8/20 

新庄東高        22-1562   7/22 ～ 8/20 

新庄養護        22-3042   7/26 ～ 8/20 

北村山高   0237-23-2785   7/26 ～ 8/20 

東桜学館  0237-53-1540   7/21 ～ 8/17 

村山産業   0237-55-2537   7/27 ～ 8/21 

 

《 「大人が変われば子どもも変わる」県民運動 》 

○ あいさつ・見守り運動 …子どもを家庭・地域で育てよう！ 

○ モラル・マナーの向上運動 …大人が子どもの手本となろう！ 

○ 子どもを事故、犯罪等から守る運動 …子どもの安全を地域社会全体で見守ろう！ 

毎月第３日曜日「家庭の日」には、家族や地域の絆を深めるため、ふれあう機会をつくりましょう。 

 

《 “いじめ・非行をなくそう”やまがた県民運動 》 

○ 未成年者には、酒・たばこを飲ませない、吸わせない、売らない運動を実践しよう。 

○ 町内会、学校、ＰＴＡ、職場などの連携を深め、みんなで有害環境や危険な場所などを点検し、い

じめや非行、事故のない地域にしよう。 

○ 点検・見回りの際に、子どもたちが集まりやすい場所や通学路でいじめや非行を見たら、見て 

 見ぬふりせず、きちんと注意しよう。 

                               

                               

                               

                               

                               



                               

                               

                               

                               

                               

《 令和５年度事業計画について 》 

１．スローガン 『 地域ぐるみ、みんなで伸ばそう！「ふながたの子ども」 』 

２．重点目標 

（１）児童生徒の健全育成の推進 

（２）社会環境の浄化と子どもの安全を守る住民運動の推進 

（３）青少年の社会参加と地域活動の促進 

（４）各種団体・機関との連携強化 

（５）ボランティアサークルの育成 

３．具体的な活動計画 

（１）花いっぱい運動の推進 

（２）ネット利用等による事故防止活動、違反広告物除去などの環境浄化活動 

（３）青少年とのふれ合い活動事業と先進地視察研修の実施   

（４）「大人が変われば子どもも変わる」県民運動の推進 

（５）広報活動の推進 

（６）青少年の社会参加活動の支援 

（７）善行表彰の実施 

（８）学校との連携強化 

（９）「おはよう、おかえり」の声かけ運動と非行防止街頭巡回活動 

（10）「家庭の日運動」の推進 

（11）「いじめ・非行をなくそう」やまがた県民運動の推進 

（12）「いじめ・非行をなくそう」舟形町民運動の推進 

《 青少年育成町民会議予算決算等について 》 

令和５年度青少年育成町民会議理事会が６月12日に中央公民館において開催され、令和４年度決算、令

和５年度予算等の審議が行われ、承認されました。 

町民会議の収支については、１戸当たり200円の会費と町からの補助金などの収入と、支出については、

「花いっぱい運動」の花苗代や「いじめ防止」の標語パネルなど青少年健全育成のために使われています。

令和４年度の決算額は、収入額合計が495,797円、支出額合計が438,544円で、差引き57,253円が令

和５年度に繰越になります。令和５年度予算額は、475,000円になります。 

 

《セーブメディアの取組み》 

セーブメディアとは、「家庭での携帯電話・テレビ・パソコン・ゲー

ムなどの時間を控え、その時間を親子での会話や親子読書などで家族

と団らんする時間にしましょう。」という取組みです。 

年間５回の期間を予定しており、期間中は学校や公共機関にのぼり

旗を設置し、防災無線で運動を呼びかけています。 

 

《花いっぱい運動》 

令和５年度は、希望する町内会に花苗（計5,100本）を配布し、７月

15日に花いっぱい運動の審査会を実施しました。 

多くの町内会で、花苗をきれいに植えている様子がみられました。 

青少年育成町民会議の活動について 

▼問い合わせ／舟形町教育課社会教育係 ☎（32）2246 



                               

                               

                               

                               

                               



                               

                               

                               

                               

                               



                               

                               

                               

                               

                               

▼問い合わせ／舟形町住民税務課生活安全係 交通安全担当 ☎（32）0155 

 小学校・中学校では夏休み期間となります。危険な場所で遊んでいる子ども等などには、
遠慮せずみんなで注意し合い、安全に過ごせるようにしましょう。 

〝明るいやまがた〟夏の安全県民運動
実施期間：７月21日（金）～８月20日（日） 

 
 運動の重点  

◎ 青少年の健全育成といじめ・非行及び犯罪被害防止 

～みんなで育む人間性・社会性豊かな青少年～ 

◎ 子どもと高齢者の交通事故防止・飲酒運転の撲滅 

◎ 海・山・川での事故防止 

～安全に夏を過ごすために～ 

◎ 身近な犯罪等の防止 

～みんなでつくろう安全・安心のまち～ 

№459 

 

 

 

 

 

 

 

 ７月25日、舟形中学校生徒会（会

長 佐藤春希さん）より町に、交通安

全の願いを込めて、のぼり旗が寄贈

されました。 



♡ふれあい育児の広場 
「たなばた」を７月７日に開催しまし

た。七夕シアター「お菓子の星の星祭り」

ではいろんなお菓子を釣り上げるたび

に子どもたちの歓声が上がりました。天

の川に散りばめられたキャンディー星・

ケーキ星・ドーナツ星・ジュース星をそ

れぞれ選び、チョコレート星には願いご

とを書いて笹に結び素敵な七夕飾りが

できました。 

 

☆☆☆ 

みんなの願いが 

叶いますように 

☆☆☆ 

 

 

 

 

♡あそびの広場（第２水曜日） 
６月はお外にでてしゃぼん玉遊び！ 

子どもたちは、自分でリングを持ちしゃぼん
玉づくりに夢中。みんなとても上手に作るこ
とができました。 
芝生には気持ちの良い 

風が吹き、作ったしゃぼ 
ん玉が空高く舞い上がり 
ました。 
 

♡おはなし広場（第３木曜日） 
 ６月15日は、舟形町読み聞かせ協議会の

方々に来ていただきました。 

紙芝居、歌遊び絵本など 

６冊のお話に触れました。 

なお、９月・12月・３月 

にも来所される予定です。 

 

 

 

 

☆ ふれあい育児の広場…８月４日は「水あそび」の予定です。 

※午前に開催するふれあい育児の広場は、申込みされた方のみの利用です。 

欠席される場合は事前に連絡をお願いします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

こころとからだ！すくすく大きくな～れ 

にこにこ通信 
令和５年７月発行 第１８３号 

舟形町子育て支援センターみらい 

（福祉避難所「てとて」内） 

   ☎（３２）０５２８ 

♡ 熱 中 症 に つ い て ♡ 

  

                            

 夏は熱中症になりやすい時期です。 

大量の汗で体の水分や塩分が失われると 

体温調節がうまくできなくなってしまい 

ます。子どもは大人に比べて熱中症に 

なりやすいため、日陰で休息をとること 

や水分補給は大人が気をつけてあげま 

しょう。 

 

 

 
～こんな活動をしています～ 

日 月 火 水 木 金 土 

  1 2 3 

 

4 

ふれあい 

育児の広場 

 

5 

施設開放 

6 

 

7 

 

8 9 

あそびの 

広場 

10 

 

11 

山の日 

12 

施設開放 

13 14 15 

 

16 

 

17 

おはなし 

広場 

18 19 

施設開放 

20 21 22  

すくすく 

広場 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

施設開放 

27 28 29 30 

 

31   

 

      

 

 

 

 

 

 

みらいの風景 

 

 

水あそびのお知らせ 

夏場は天気をみ

て、人工芝で水あそ

びができます。 

着替え・タオル等

を準備して、どうぞ

遊びにきてくださ

い！ 

熱中症かなと思ったら 
① 日陰や冷房の効いた涼しい場所に移動する。 

② 熱がこもらないように、衣服を緩める。 

③ 首筋、わきの下、足の付け根に冷たいタオルな

どを当て冷やす（冷却ジェルシートでは解熱

効果は得られません）。 

④ スポーツドリンクや経口補水液などを少量ず

つ飲ませる。 

 

【８月の予定】    閉 館 

〈利用時間〉 

午前９時 30分～11時 30分 
午後１時 30分～４時 30分 


